
「七
日
市
場
の
歴
史
（第
五
十
六
回
）」 

文
化
財
の
保
存
を 
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社
宮
司
が
区
の
管
理
に 
代
表
区
長
さ
ん
か
ら
、
堰
下
の
社
宮
司
が
今
年
か
ら
区
の
管
理
に
な
っ
た
と
お
聴
き
し

ま
し
た
。 

 

社
宮
司
は
歴
史
的
に
は
、
開
拓
の
神
と
さ
れ
、「
大
同
年
間
（
８
０
６~

８
１
０
）
に
勧
請
、
慶
長
年
間
（
１
５

９
６
～
１
６
１
５
）
に
再
興
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

さ
ら
に
元
禄
十
一
年
（
１
６
９
８
）
の
記
録
に
は
、
広
さ
は
「
東
西
１
５
間
、
南
北
７
間
」
と
あ
り
、
元
禄
五

年
に
二
木
の
三
柱
神
社
か
ら
分
社
し
た
諏
訪
神
社
（
産
土
神
社
）
と
同
じ
で
す
。 

 

で
す
か
ら
、
社
宮
司
は
こ
の
地
域
で
は
氏
神
的
な
存
在
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
長
く
地
域
の
皆
さ
ん
が

お
祭
り
や
、
草
木
の
管
理
な
ど
も
し
て
く
れ
て
き
た
の
で
す
。
社
宮
司
近
く
の
ケ
ヤ
キ
は
周
囲
４
１
２
㎝
で
、
七

日
市
場
で
一
番
の
巨
木
で
す
。 

文
化
財
の
保
存
を
皆
で 

七
日
市
場
に
は
社
宮
司
の
他
に
も
近
隣
の
方
々
が
祭
祀
を
し
て
い
る
藤
ノ
木
の
浅
間
神

社
が
あ
り
ま
す
。
西
木
戸
に
は
今
は
祭
祀
を
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
明
治
十
七
年
（
１
８
８
４
）
に
蚕
の
神
様
を
祀

っ
た
蚕
影
神
社
が
鳥
居
と
と
も
に
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
地
区
に
は
道
祖
神
、
馬
頭
観
音
、
供
養
塔
な
ど
の
石
造
文
化
財
も
約
６
０
基
あ
り
ま
す
。
近
隣
や
個
人

で
保
存
活
動
を
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
何
も
し
て
い
な
い
も
の
が
多
い
よ
う
で
す
。 

散
策
に
も
よ
い
時
期
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。『
七
日
市
場
の
歩
み
』
を
手
が
か
り
に
し
て
、
地
域
の
文
化
財
を
見

て
回
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
区
や
住
民
と
し
て
、
文
化
財
を
ど
う
し
て
い
く
こ
と
が
よ
い
か
ご
意
見
を
深
め

て
く
だ
さ
い
。
皆
で
い
い
案
を
創
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

 

堰下の社宮司 

 


